
静岡県農林技術研究所茶業研究センター発酵茶等製造研究施設の設置、管理及び使用料に関する条例施行

規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年３月29日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

静岡県規則第33号

静岡県農林技術研究所茶業研究センター発酵茶等製造研究施設の設置、管理及び使用料に関する条例

施行規則の一部を改正する規則

静岡県農林技術研究所茶業研究センター発酵茶等製造研究施設の設置、管理及び使用料に関する条例施行

規則（平成24年静岡県規則第45号）の一部を次のように改正する。

改正前 改正後

静岡県農林技術研究所茶業研究センター

発酵茶等製造研究施設の設置、管理及び

使用料に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、静岡県農林技術研究所茶

業研究センター発酵茶等製造研究施設の設

置、管理及び使用料に関する条例（平成24年

静岡県条例第43号。以下「条例」という｡)の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（開所時間及び休所日）

第３条 静岡県農林技術研究所茶業研究センタ

ー発酵茶等製造研究施設（以下「施設」とい

う｡)の開所時間及び休所日は、次のとおりと

する。ただし、センター長は、特に必要があ

ると認めるときは、開所時間を変更し、又は

休所日に開所し、若しくは休所日以外の日に

休所することができる。

(1) 開所時間 午前８時45分から午後５時15

分まで

(2) （略）

（設備の使用手続）

第４条 条例第４条第１項の規定により設備の

使用の承認を受けようとする者は、様式第１

号による設備使用承認申請書をセンター長に

提出しなければならない。

２ センター長は、設備の使用を承認したとき

静岡県農林技術研究所茶業研究センター

新商品開発研究施設の設置、管理及び使

用料に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、静岡県農林技術研究所茶

業研究センター新商品開発研究施設の設置、

管理及び使用料に関する条例（平成24年静岡

県条例第43号。以下「条例」という｡)の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。

（開所時間及び休所日）

第３条 静岡県農林技術研究所茶業研究センタ

ー新商品開発研究施設（以下「施設」とい

う｡)の開所時間及び休所日は、次のとおりと

する。ただし、センター長は、特に必要があ

ると認めるときは、開所時間を変更し、又は

休所日に開所し、若しくは休所日以外の日に

休所することができる。

(1) 開所時間 午前９時から午後５時まで

(2) （略）

（設備等の使用手続）

第４条 条例第４条第１項の規定により設備等

の使用の承認を受けようとする者は、様式第

１号による設備等使用承認申請書をセンター

長に提出しなければならない。

２ センター長は、設備等の使用を承認したと



備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

「

様式第１号中「設備使用承認申請書」を「設備等使用承認申請書」に、 を「設

」

備等」に、「静岡県農林技術研究所茶業研究センター発酵茶等製造研究施設の設置、管理及び使用料に関す

る条例施行規則」を「静岡県農林技術研究所茶業研究センター新商品開発研究施設の設置、管理及び使用料

に関する条例施行規則」に、

「

」

を

「

」

に改める。

様式第２号中「静岡県農林技術研究所茶業研究センター発酵茶等製造研究施設の設置、管理及び使用料に

関する条例施行規則」を「静岡県農林技術研究所茶業研究センター新商品開発研究施設の設置、管理及び使

用料に関する条例施行規則」に、

「

」

を

は、設備使用承認書を当該承認を受けた者に

交付するものとする。

きは、設備等使用承認書を当該承認を受けた

者に交付するものとする。

発酵茶製造設備

半発酵茶製造設備

釜炒茶製造設備

設 備 の 名 称

コ ー ス の 名 称

設 備 等 の 名 称

設 備 の 名 称

コ ー ス の 名 称



「

」

に改める。

附 則

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。

２ この規則の施行の際現に改正前の静岡県農林技術研究所茶業研究センター発酵茶等製造研究施設の設

置、管理及び使用料に関する条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用

することができる。

設 備 等 の 名 称


